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「生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準値（案）」に対
する意見募集の結果について 

 

令 和 ３ 年 ○ 月 ○ 日 

環境省水・大気環境局 

  土壌環境課農薬環境管理室 

 

１． 意見募集の概要 

（１） 意見募集の対象農薬 

クロフェンテジン 

 

（２）意見募集の周知方法 

   関係資料を電子政府の総合窓口（e-Gov）に掲載 

 

（３）意見募集期間 

   令和３年８月２日（月）～ 令和３年８月 31日（火） 

 

（４）意見提出方法 

  ・電子政府の総合窓口（e-Gov） 

・郵送 

 

（５）意見提出先 

   環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室 

 

 

２．意見募集の結果 

（１）御意見提出者数 

・電子政府の総合窓口（e-Gov）  １通 

・郵送              ０通 

 

（２）御意見の延べ総数  ２件 

資料８ 

 

 

 



令和３年９月16日 中央環境審議会水環境・土壌農薬部会農薬小委員会（第81回） 資料 

 

2 

 

（別紙） 

No. 提出された御意見 御意見に対する考え方 

１ 

PEC の算出は最も濃度が濃くなる方法

で算出したということだが、農薬が使わ

れているその場所では濃度が高く、農薬

が生態系に与える影響は必ずあり、それ

が全体のバランスを崩しかねないこと

が懸念される。 

また使用される農薬は一か所で何百

種もあることを考えると基準値をさら

に 100以上の数値で除す必要があるし、

複数種の農薬の複合影響についてもそ

ろそろ検証すべき時が来ているのでは

ないか？承認されている農薬成分は 2,0

00 近くなっているんですから。 

 

水域の生活環境動植物の被害防止に

係る農薬登録基準は、農薬の使用によっ

て水域の生活環境動植物に著しい被害

を生じるおそれがない濃度として設定

されています。設定にあたっては、農薬

の成分物質の公共用水域における環境

中予測濃度（水域 PEC：水域の生活環境

動植物被害の評価の観点から予測した

濃度）が当該基準に適合することを確認

しています。 

また、複数農薬へのばく露による影響

については、現段階では国際的にもその

評価手法や考え方が検討されている段

階であり、評価手法として確立したもの

はなく、現時点では評価は困難であると

考えています。今後も引き続き、最新の

科学的知見の収集に努めてまいります。 

なお、令和３年９月現在、登録されて

いる有効成分は約 600種類となっており

ます。 

 

２ 

ミトコンドリアへの急性影響濃度は

確認されていないが、それを確認する必

要があるのではないか？ミトコンドリ

アに影響があれば、生態系全体にも影響

を及ぼすリスクがある。 

水域の生活環境動植物の被害防止に

係る農薬登録基準の設定に当たっては、

国際機関である OECD が定めた、化学物

質の生物への影響評価のガイドライン

において推奨されている種に対する、生

物個体又は個体群への影響に係る試験

結果に基づき、評価を実施しています。 

 

 

 


